みよし市給食協会契約職員（調理員）及び臨時的非常勤職員の登録案内について
１《業務内容》
　　保育園・小中学校の給食の調理及び洗浄等
２《勤務・賃金条件》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考例：平成２４年度）

	
	勤務時間
	賃　金　

	
	
	時間額
	月額賃金

	契約職員

（調理員）
	午前８時から午後４時までの７時間
	
	136，000円

	臨時的非常勤職員
	午前８時から午後４時３０分までの中で契約する時間　
	925円
	


(1)　賃金については、年度によって変更になる場合があります。
(2)　午前８時から午前８時３０分までの勤務時間には加算給がつきます。
（１時間当り２００円）
(3)　通勤手当については距離によります。（片道２キロ以上）
(4)　休暇＝土、日、祝日、年末年始、有給休暇制度有り（月１日）
＊契約職員（調理員）については、年間２０日間の指定休暇があります。
（平成２４年度では７・８月に１８日間、３月に２日間）
(5)　勤務条件によっては、社会保険制度に加入していただきます。
(6)　契約職員の契約期間は１年契約です。（４月１日～翌年３月３１日）
　　　　　　年度途中の契約はできません。

３《手続きについて》
(1)　申込先
　みよし市給食協会（みよし市立学校給食センター内）

〒470－0224　　　みよし市三好町笠松４６番地１

電話0561-32-0100　ﾌｧｸｼﾐﾘ0561-34-0199
(2)　雇用願の登録
　みよし市給食協会契約職員（調理員）及び臨時的非常勤職員を希望する人は「みよし市給食協会契約職員（調理員）雇用願」・「みよし市給食協会非常勤職員雇用願」を提出した時点で登録の完了となりますが、この時点では雇用が成立するものではありません。
(3)　面接
　　登録者と面接を行い、雇用条件を示しながら就労の打診をし、双方了承を得られれば雇用契約に至ります。雇用条件（勤務時間、休憩時間、仕事の内容等）に了承できない場合やその時点ですでに就労ができない状態（就職済み等）の場合は、その旨を連絡してください。
(4)　雇用契約の成立
　　　登録者より雇用に関係する必要書類を受理した時点で、雇用契約が完了します。この場合は、自己負担にて腸内細菌検査（検便）を１回実施していただきます。
(5)　勤務の開始
　　　契約書に記載された勤務内容により勤務が開始されます。
